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１ 計画策定の背景・趣旨 

核家族化の進展、地域におけるコミュニティの希薄化、児童虐待の顕在化、経済的

に困難な状況にある世帯における子どもたちへの貧困の連鎖など、子どもと家庭を取

り巻く環境は大きく変化しており、子どもを産み、育てる喜びが実感できる社会の実

現、次世代の子どもたちが未来を生き抜く力を身に付けることができる社会の構築等、

子育て・子育ちを社会全体で支援していくことが重要な課題となっています。 

そのようななか、本市では、「子どもは地域の宝、みんなで見守り育てよう！」を基

本理念として、地域社会全体が連携しながら、子どもの最善の利益が実現されるまち

「子育てするなら近江八幡」となるよう、さまざまな取り組みを進めています。 

この度、『近江八幡市子ども・子育て支援事業計画』が令和元年度で最終年度を迎え

ることから、『第二期近江八幡市子ども・子育て支援事業計画』を策定し、社会状況の

変化に対応しつつ、子ども・子育て支援施策を総合的に推進していき、切れ目のない

支援による子育て環境の充実をめざしていきます。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、国の「子育て安心プラン」「新・放課後子ども総合プラン」等の計画や方

針を踏まえ、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事

業計画」として策定します。 

 

３ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和２年度から令和６年度までを計画期間とします。 

 

平成 27 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和 11 年度 

         

計画実行 

・進捗管理 

次計画 

策定準備 
計画実行・進捗管理 

次計画 

策定準備 

計画実行 

・進捗管理

次計画 

策定準備 
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４ 施策の体系 
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［ 基本理念 ］ ［ 施策 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）相談支援、情報提供の充実 

Ⅰ 結婚から妊娠・出

産・育児までの切

れ目ない、包括的

な支援体制の構築 

（５）子どもの貧困対策の推進 

（４）外国人住民への子育て支援の充実 

（３）障がい児施策の充実 

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

（１）児童虐待防止対策の充実 

（１）家庭と仕事の両立支援 

（３）経済的負担の軽減 

（２）安全・安心な環境の整備 

（１）良好な居住環境の確保 

（５）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

（４）家庭や地域の教育力の向上 

（３）健やかな心身の育成 

（２）子どもの力を伸ばす教育・保育環境の充実 

（１）次代の親の育成 

（４）医療の充実及び医療と保健の連携 

（３）思春期保健対策の充実 

（２）食育の推進 

（１）妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実 

（４）子どもの健全育成 

（３）保育等の受け入れ体制の充実 

（２）地域における子育て支援の充実 

Ⅱ 親と子の心と体
の健康づくり 

Ⅲ 子どもが健やか
に成長するため
の教育・保育 
環境の整備 

Ⅳ 子どもを安全に、
安心して育てら
れるまちづくり 

Ⅵ きめ細やかな 
関わりを必要 
とする子ども・ 
家庭への支援 

Ⅴ 仕事と生活の 
調和の支援 
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５ 施策の展開 

基本目標Ⅰ 結婚から妊娠・出産・育児までの切れ目ない、 
包括的な支援体制の構築 

施策（１）相談支援・情報提供の充実 ● ● ● 

【 重点取組 】 ★：法定事業 

重点取組 担当課 

★子育て世代包括支援センターの運営（利用者支援事業：基本型・母子保健型） 
子ども支援課 

健康推進課 

施策（２）地域における子育て支援の充実 ● ● ● 

【 重点取組 】 ★：法定事業 

重点取組 担当課 

★地域子育て支援拠点事業 子ども支援課 

親子の絆づくりプログラム（ＢＰプログラム） 子ども支援課 

施策（３）保育等の受入れ体制の充実 ● ● ● 

【 重点取組 】 ★：法定事業 

重点取組 担当課 

★教育・保育事業（保育所等の体制整備） 幼児課 

保育士等の確保 幼児課 

認定こども園の普及推進 幼児課 

教育・保育施設の整備・改修 
子ども施設 

整備推進室 

施策（４）子どもの健全育成 ● ● ● 

【 重点取組 】 ★：法定事業 

重点取組 担当課 

放課後子ども総合プラン 生涯学習課 

放課後子ども教室 生涯学習課 

★放課後児童健全育成事業 子ども支援課 
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基本目標Ⅱ 親と子の心と体の健康づくり 

施策（１）妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実 ● ● ● 

【 重点取組】  

重点取組 担当課 

産前産後サポート事業・産後ケア事業 健康推進課 

施策（２）食育の推進 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

正しい食習慣の啓発（食育教室等） 
子ども支援課、幼児課、学校教育課 

学校給食センター、健康推進課 

施策（３）思春期保健対策の充実 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

小・中学生や保護者に向けた正しい知識の普及・相談 
健康推進課 

学校教育課 

施策（４）医療の充実及び医療と保健の連携 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

医療・保健ネットワークの整備 健康推進課 
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基本目標Ⅲ 子どもが健やかに成長するための教育・保育環境の整備 

施策（１）次代の親の育成 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

家庭教育支援 生涯学習課 

施策（２）子どもの力を伸ばす教育・保育環境の充実 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

効果的な研修システムの構築 幼児課 

小・中学校外国語活動推進事業 学校教育課 

ふるさと学習 
学校教育課 

図書館 

読書活動の推進 
学校教育課 

図書館 

「早寝･早起き・あさ・し・ど・う」の推進 
幼児課 

学校教育課 

施策（３）健やかな心身の育成 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

教育相談活動 ｢相談室１・２｣ 教育研究所 

 

施策（４）家庭や地域の教育力の向上 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

コミュニティ・スクール推進事業 生涯学習課 

施策（５）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 ● ● ● 

【 重点取組と目標 】  

重点取組 担当課 

携帯電話・ネット犯罪予防対策 スマホ・ＳＮＳ等の適切な使用に関する学習 学校教育課 
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基本目標Ⅳ 子どもを安全に、安心して育てられるまちづくり 

施策（１）良好な居住環境の確保 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

公園等の整備 公園課 

施策（２）安全・安心な環境の整備 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

歩道・通学路の安全対策 
土木課 

学校教育課 

安心安全メール配信事業 
人権・市民 

生活課 

施策（３）経済的負担の軽減 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

子ども医療費助成 保険年金課 

 

 

基本目標Ⅴ 仕事と生活の調和の支援 

施策（１）家庭と仕事の両立支援 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

事業所への啓発 商工労政課 

男性の子育て参加への啓発 子ども支援課 
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基本目標Ⅵ きめ細やかな関わりを必要とする子ども・家庭への支援 

施策（１）児童虐待防止対策の充実 ● ● ● 

【 重点取組 】 ★：法定事業 

重点取組 担当課 

近江八幡市要保護児童対策地域協議会 子ども家庭相談室 

★養育支援訪問事業（専門的相談支援・育児家事支援） 
子ども家庭相談室 

健康推進課 

子ども家庭相談室事業 子ども家庭相談室 

施策（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

母子・父子自立支援体制の整備（総合的・包括的な相談支援） 子ども家庭相談室 

施策（３）障がい児施策の充実 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

児童発達支援事業の充実 発達支援課 

保育所等訪問支援事業の充実 発達支援課 

ペアレント・トレーニング講座、ペアレント・メンター事業 発達支援課 

障がい児相談支援事業の実施 発達支援課 

子ども期の生活支援の充実 障がい福祉課 

施策（４）外国人住民への子育て支援の充実 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

適切な行政情報の提供 まちづくり協働課 

施策（５）子どもの貧困対策の推進 ● ● ● 

【 重点取組 】  

重点取組 担当課 

学習支援事業 福祉暮らし仕事相談室 
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６ 教育・保育の量の見込みと確保方策、実施時期 

（１）人口の見込み ● ● ● 

子ども・子育て支援事業計画で定めるサービスの対象となる、０歳から11歳までの

子どもの将来推計は、年々減少傾向で推移すると予測されています。 

 

年齢 令和２年 令和３年度 令和４年 令和５年 令和６年 

０歳～５歳 4,317人 4,198人 4,084人 4,058人 4,027人 

６歳～11歳 4,868人 4,818人 4,799人 4,671人 4,550人 

※コーホート変化率法：同年または同期間の過去における実績人口の動態から「変化率」を

求め、それに基づき将来人口を推計する方法。 

 

（２）幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育 ● ● ● 

各認定区分に応じた量の見込みを以下のとおり見込み、確保策を定めました。 

 

① 認定こども園（短時部）及び幼稚園等 
 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 1,077人 1,001人 925人 904人 882人 

確保方策 1,895人 1,725人 1,725人 1,725人 1,725人 

 

 

② 認定こども園（長時部）及び保育所、地域型保育等 
 

《０歳～２歳》 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

 ０歳 128人 127人 126人 123人 121人 

 １・２歳 669人 686人 711人 729人 738人 

確保方策 

 ０歳 190人 205人 211人 201人 201人 

 １・２歳 674人 704人 728人 738人 738人 
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《３歳～５歳》 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 1,201人 1,162人 1,118人 1,138人 1,155人 

確保方策 1,101人 1,162人 1,162人 1,162人 1,162人 

 
 

 

③ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み・提供体制 

 

事  業 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者支援事業 
見込み量 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

確保方策 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

地域子育て支援
拠点事業 

見込み量 22,311人回 22,098人回 22,353人回 22,049人回 21,734人回 

確保方策 8か所 8か所 8か所 8か所 8か所 

妊婦健康診査事
業 

見込み量 9,408回 9,310回 9,212回 9,072回 8,946回 

確保方策 9,408回 9,310回 9,212回 9,072回 8,946回 

乳児家庭全戸訪
問事業 

見込み量 672人 665人 658人 648人 639人 

確保方策 672人 665人 658人 648人 639人 

養育支援訪問 

（専門的相談支
援） 

見込み量 15人 15人 15人 15人 15人 

確保方策 15人 15人 15人 15人 15人 

養育支援訪問 

（ 育 児 家 事 援
助） 

見込み量 10人 15人 20人 25人 30人 

確保方策 10人 15人 20人 25人 30人 

子育て短期支援
事業 

見込み量 58人 56人 55人 54人 54人 

確保方策 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 

ファミリー・サ
ポート・センタ
ー事業 

見込み量 616人 600人 586人 581人 573人 

確保方策 616人 600人 586人 581人 573人 

幼稚園での一時
預かり事業 

見込み量 8,540人日 8,109人日 7,659人日 7,655人日 7,636人日 

確保方策 8,540人日 8,109人日 7,659人日 7,655人日 7,636人日 

幼稚園以外での
一時預かり事業 

見込み量 713人日 701人日 690人日 688人日 685人日 

確保方策 772人日 761人日 751人日 749人日 746人日 

延長保育事業 
見込み量 1,022人 994人 967人 961人 954人 

確保方策 1,022人 994人 967人 961人 954人 

病児保育事業 
見込み量 531人 516人 502人 499人 495人 

確保方策 952人 952人 952人 952人 952人 

  



 

10 

 

 

事  業 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

放課後児童健全
育成事業（放課
後児童クラブ事
業） 

見込み量 1,255人 1,236人 1,244人 1,180人 1,140人 

確保方策 1,340人 1,340人 1,340人 1,340人 1,340人 

実費徴収に係る
補足給付を行う
事業 

確保方策 
幼児教育の無償化により制度が変わることも踏まえ、緊急性

及び有効性を総合的に勘案して検討していきます。 

多様な主体が本
制度に参入する
ことを促進する
ための事業 

確保方策 
新たに運営を開始する認定こども園や小規模保育事業等の事

業者に対し、巡回支援等を実施します。 

 

 

７ 計画の推進 

本計画の分野は、福祉、保健、教育、労働、生活環境等広範囲にわたっています。

そのため、関係各課、関係機関、団体、企業等と連携しながら、計画の効率的かつ効

果的な推進を図ります。 

本計画を、理念だけのものに終わらせず、時流に対応した現実的な計画として推進

していくため、年度ごとに点検・評価を行い、その結果を踏まえたうえで取り組みの

充実・見直しを検討する等、PDCA サイクルを確保し本計画を計画的かつ円滑に推進

していきます。 

本市では、以下の図のイメージに従い、子ども・子育て会議にて進捗管理や評価を

行い、計画を推進していきます。 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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